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豪雨被災地域観光需要回復送客促進事業業務委託仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

 豪雨被災地域観光需要回復送客促進事業業務 

 

２ 委託業務の目的 

   令和２年７月豪雨災害により甚大な被害を受けた球磨川流域 12市町村及び津奈木町

（以下「豪雨被災地域（※）」という。）においては、コロナ禍や物価高騰等の影響も

あり、宿泊者数は未だに被災前の水準までは回復していない。 

そこで、豪雨被災地域への更なる送客を促進し、観光需要回復を後押しするため、旅

行会社が豪雨被災地域を宿泊の目的地等として造成する観光バス及び観光タクシーを

組み込んだ旅行商品に対し、助成する。また、豪雨被災地域を宿泊の目的地とし、レン

タカーを借り上げた場合のレンタカー費用を助成する。 

※ 豪雨被災地域：八代市、人吉市、芦北町、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、 

水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、津奈木町 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和７年（２０２５年）３月１０日（月）まで 

 

４ 事業の概要 

(1) 事業内容 

ア 観光バスの費用に対する助成 

熊本県内外の旅行会社が豪雨被災地域を目的地として造成する観光バスを組み

込んだ旅行商品に対し、助成（旅行会社への助成）する。 

イ 観光タクシーの費用に対する助成 

熊本県内外の旅行会社が造成する、豪雨被災地域を宿泊の目的地とし、豪雨被災

地域内を周遊する観光タクシーを組み込んだ旅行商品に対し、助成（旅行会社への

助成）する。 

また、タクシー事業者が旅行行程の確認を確実に実施する場合に限り、タクシー

費用に対する助成（タクシー事業者への助成）も可とする。ただし、事前に委託者

と協議すること。 

ウ レンタカーの費用に対する助成 

豪雨被災地域を宿泊の目的地とし、熊本県内又は鹿児島県内のレンタカー営業所

からレンタカーを借り上げた場合に、レンタカー費用に対し助成（レンタカー事業

者への助成）する。 

また、旅行会社が助成金申請等の手続の管理を徹底する場合に限り、旅行商品に

対する助成（旅行会社への助成）も可とする。ただし、事前に委託者と協議するこ
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と。 

 

(2) 事業対象期間 

    委託者が指定する期間に催行するもの 

   ※ 予約を伴うものについては、委託者が指定する期間に予約されたものに限る。 

 

(3) 利用対象者（旅行者） 

    日本国内に居住する者 

 

５ 助成条件等 

 (1) 観光バスの費用に対する助成                         

ア 助成条件 

     宿泊旅行の場合は、豪雨被災地域内に宿泊することとし、日帰り旅行の場合は、

目的地を豪雨被災地域とすること。 

 

イ 助成額 

 

 

 

   

     

※ バス料金が助成上限額を下回る場合は、料金額までを助成する。 

 

(2) 観光タクシーの費用に対する助成 

ア 助成条件（以下の二つをいずれも満たすこと。） 

   (ア) 豪雨被災地域内に宿泊すること。※ 日帰り旅行は対象とならない。 

   (イ) 豪雨被災地域内を周遊する観光タクシーであること。 

 

イ 助成額 

 

 

 

※ タクシー料金が助成上限額を下回る場合は、料金額までを助成する。 

 

(3) レンタカーの費用に対する助成条件等 

ア 助成条件（以下の二つをいずれも満たすこと。） 

助成対象 助成上限額 

大型バス・中型バス 
（宿 泊）１台当たり ７万円 

（日帰り）１台当たり ５万円 

小型バス・マイクロバス 
（宿 泊）１台当たり ５万円 

（日帰り）１台当たり ３万円 

助成対象 助成上限額 

タクシー （宿 泊）１台当たり ４千円 
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(ア) 豪雨被災地域内に宿泊すること。※ 日帰り旅行は対象とならない。 

(イ) レンタカーの借上げ及び返却場所は、双方とも熊本県内又は鹿児島県内である

こと。 

 

イ 助成額 

 

 

 

※ レンタカー料金が助成上限額を下回る場合は、料金額までを助成する。 

 

６ 本事業以外の事業等との併用の考え方 

(1) 本事業以外の事業（宿泊助成事業、交通機関への助成事業）との併用は可能。また、

本事業の観光バス、観光タクシー及びレンタカーの併用も可能。ただし、併用に当たっ

ては、利用者の実質負担額が０円を下回らないこと。 

(2) 本事業以外の事業との併用を行う場合、当該事業を所管する団体等及び委託者との

間で、事前に適用のルールについて協議すること。 

 

７ 委託業務内容 

(1) 参画事業者の募集及び登録等 

・ 説明会の開催等により、本事業の内容を効果的に周知し、参画を希望する事業者を

募ること。なお、旅行会社については、県外の旅行会社にも広く周知すること。 

・ 参画事業者情報を登録すること。また、内容に変更が生じた場合、随時、更新を行

うこと。なお、登録する参画事業者情報については、別途委託者と協議すること。 

・ ４(1)イのタクシー費用に対する助成（タクシー事業者への助成）に係る登録に際

しては、事前に当該事業者と協議し、当該事業者が旅行行程の確認を確実に実施でき

ることを確認すること。 

・ ４(1)ウの旅行商品に対する助成（旅行会社への助成）に係る登録に際しては、事

前に当該事業者と協議し、当該事業者が助成金申請等の手続の管理を徹底できること

を確認すること。 

・ 参画及び申請に係る要領等を作成し、参画事業者に周知すること。また、内容に変

更が生じた場合、随時、要領等の改訂を行い、参画事業者に周知すること。 

 

(2) 在庫管理業務 

・ 予算不足が生じることのないよう、各参画事業者に対して助成枠を設定し、追加配

分等の調整を適宜行うなど、適切に在庫管理をすること。 

・ 助成の受付は、予約申請順（予約先着順）とする。ただし、特定の事業者に極端に

集中する場合は、委託者と協議のうえ、受け付けること。 

助成対象 助成上限額 

レンタカー （宿 泊）１台当たり ４千円 
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・ 委託者から予算の執行状況等の報告を求められた際は、速やかに対応すること。 

 

(3) 助成金の審査及び支払に関する業務 

・ 助成金の審査及び支払に係る要領等を作成し、助成金の審査及び支払を適切に行う

こと。特に審査に当たっては、不正受給の観点から厳正なる審査を行うとともに、疑

義がある場合は、速やかに委託者へ報告すること。 

・ 不正な申請を行った事業者については、直ちに参加登録を取り消し、助成金の全部

又は一部の交付を停止すること。また、交付済みの助成金について返還請求を行うこ

と。 

・ 請求書の記載内容及び添付書類を確認し、記載漏れや書類不備等がある場合には、

申請者に連絡をとり、補正を命じること。 

・ 審査を終えた請求書類について、適当と認められる場合、速やかに支払手続を行う

こと。 

・ 振込手数料については受託者負担とする。 

 

(4) 周知対応 

・ 制度創設及び制度内容の見直し等による事業内容の変更が生じた場合、速やかに利

用者及び参画事業者に周知すること。 

・ 特段の事情による事業の停止が生じた場合、速やかに利用者及び参画事業者に周知

すること。 

・ 不正な申請を行った場合は、直ちに参加登録を取り消し、助成金の全部又は一部の

交付を停止すること及び交付済みの助成金の返還請求に応じなければならないこと

を、参画事業者に対して周知徹底すること。また、不正を行った事業者名を公表し、

捜査機関に通報する旨に留意するよう、併せて周知すること。 

  ・ その他、委託者からの求めに応じ、随時、対応すること。 

 

(5) 情報発信・広報業務 

・ 本事業の特設ウェブサイトを構築し、県内外の利用者及び事業者に対し、周知する

こと。 

・ 本事業が多くの本県への誘客につながるよう、チラシ・ＳＮＳ等の各種媒体を活用

し、効果的な情報発信、広報・宣伝に努めること。 

 

(6) コールセンター運営業務 

・ 電話による一般の方及び事業者などからの問合せを受け付けること。 

・ 問合せへの対応が滞らないよう、十分な回線を確保し、人員を配置すること。 

・ よくある問合せとその回答（ＦＡＱ）を集積し、随時、特設ウェブサイトに掲載す

ること。 
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・ コールセンター設置時間は９時から１７時までとし、土・日・祝日（年末年始期間

（１２月２９日から１月３日まで）を除く。）も設置する。 

※ ただし、必要に応じて設置日及び設置時間を見直すことがある。 

 

 (7) 請求書等の管理 

・ 請求書等は、鍵付きのキャビネット等において適切に保管すること。 

・ 鍵付きのキャビネット等の設置は受託者負担とする。 

 

(8) 定期的な業務実施状況の報告 

・ 委託者に対し、定期的に業務実施状況の報告を行うこと。 

・ 委託者から業務実施状況の報告を求められた際は、速やかに対応すること。 

 

(9) その他事業の実施に伴い委託者が必要と定める業務 

 

８ 実施体制 

「７ 委託業務内容」の業務を遂行するのに適切な体制とすること。 

（危機管理体制について） 

 ・ 業務処理の遺漏、ミス等によるトラブルが発生しないよう、チェック体制の構築を

図ること。 

 ・ 業務処理の遺漏、ミス等によるトラブルが発生した場合には、速やかに委託者に報

告し指示を受けた後、適宜対応すること。 

 

９ 業務の実施条件 

 ・ 業務を実施する場所は、受託者で用意すること。 

 ・ その他、業務遂行に必要な物品等については、受託者の負担で準備すること。 

 

10 業務完了報告書の提出 

 (1) 成果物 

業務完了後、速やかに業務完了報告書を提出すること。なお、業務完了報告書には、

助成金利用者の分析及びよくある問合せとその回答（ＦＡＱ）を含むこと。 

 (2) 納入先 

   公益社団法人熊本県観光連盟（熊本県観光戦略部観光振興課内） 

 

11 予算額 

  ３０，１３０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 【内訳】 

  (1) 助成金原資：２６，２３０千円 
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  (2) 事務局経費： ３，９００千円 

  ※ 上記金額は、提案に当たっての目安（上限）となる額であり、契約額は別途設定す

る予定価格の範囲内で決定する。 

 

12 その他留意事項 

(1) 業務上知り得た情報は、第三者に漏らしてはならない。委託期間の終了後も、同様と

する。 

(2) 業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記１「個人情報取扱特記事

項」を遵守すること。 

(3) 業務を実施するためのセキュリティに関する取扱いについては、別記２「電子情報に

関する取扱特記事項」を遵守すること。 

(4) 関係法令を遵守し業務に当たること。 

(5) 本仕様書に定めがない事項であっても、委託者が必要と認めて指示する簡易な事項

については、受託者は契約金額の範囲内で実施することとする。 

(6) 本仕様書は、今後、業務の実施に当たって必要な詳細な事項等について委託者と受託

者が協議のうえ、その内容を適切に反映したものに変更される場合がある。 

(7) 本仕様書の解釈に疑義が生じた事項及び本仕様書に定めのない事項については、委

託者と受託者が協議のうえ、決定する。 



 

 

（別記１） 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 受託者は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認

識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害する

ことのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受託者は、委託業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはな

らない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（責任体制の整備） 

第３ 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、

その体制を維持しなければならない。 

（責任者等の届出） 

第４ 受託者は、この契約による個人情報の取扱いに係る責任者（以下「個人情報

保護責任者」という。）及び業務に従事する者（以下「作業従事者」という。）を

定め、書面により委託者に報告しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報保護責任者又は作業従事者を変更する場合は、あらかじめ

委託者に報告しなければならない。 

３ 受託者は、定めた個人情報保護責任者又は作業従事者以外の者が当該個人情報

を取り扱うことがないようにしなければならない。 

（保有の制限） 

第５ 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは、委

託者の指示を受け又は事前の承諾を得た上で、その業務の目的を達成するために

必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（安全管理措置） 

第６ 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、

滅失及びき損の防止その他個人情報の安全管理のため、ＢＣＣ（ブラインド・カ

ーボン・コピー）によるメール送付の徹底、複数の職員による確認やチェックリ

ストの活用、適正なサイバーセキュリティ水準の確保等の措置その他必要かつ適

切な措置を講じなければならない。 

（作業場所の特定） 

第７ 受託者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うときは、

その作業を行う場所を明確にし、あらかじめ書面により委託者に報告しなければ

ならない。 

 



 

 

（利用及び提供の制限） 

第８ 受託者は、委託者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による

業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は

第三者に提供してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第９ 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から引き渡された個

人情報が記録された資料等を、委託者の指示又は事前の承諾なしに複写し、又は

複製してはならない。 

（持出しの制限） 

第１０ 受託者は、委託者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約によ

る業務に関し取り扱う個人情報を作業場所から持ち出してはならない。 

（再委託の禁止） 

第１１ 受託者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行う

ものとし、委託者が承諾した場合を除き、第三者（受託者に子会社（会社法（平

成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）がある

場合にあっては、当該子会社を含む。以下同じ。）にその処理を委託してはなら

ない。 

２ 受託者は、委託者の承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する

場合は、委託者が受託者に求める個人情報の保護に関する必要な措置と同様の措

置を当該第三者に講じさせなければならない。 

（派遣労働者の利用時の措置） 

第１２ 受託者は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合は、当

該派遣労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 前項に規定する場合において、受託者は、委託者に対して、当該派遣労働者の

全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

（資料等の返還等） 

第１３ 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から引き渡され、

又は受託者が保有した個人情報が記録された資料・電子媒体等は、業務完了後直

ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。また、受託者が管理する機器等

に記録された電子情報については、適正に消去・廃棄した旨の報告を書面で提出

するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものと

する。 

（作業従事者への周知） 

第１４ 受託者は、作業従事者に対して、在職中及び退職後において、この業務に

関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以

外の目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項及



 

 

び個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１７６条又は第１

８０条の規定に該当した場合は罰則の適用があることを周知するものとする。 

 （指示・報告） 

第１５ 委託者は、受託者がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切

な管理を確保するため、受託者に対して必要な指示を行い、又は本特記事項の遵

守状況等、必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができるものとす

る。 

 （実地調査） 

第１６ 委託者は、必要があると認めるときは、受託者における管理体制及び実施

体制並びに個人情報の管理の状況について随時実地に調査することができる。 

 （事故発生時の対応） 

第１７ 受託者は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生し、

又は発生したおそれがある場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわら

ず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発

生場所、発生状況等を報告し、委託者の指示に従わなければならない。 

２ 受託者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、

再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。 

３ 委託者は、第１項の漏えい等の事故が発生した場合には、必要に応じて当該事

故に関する情報を公表することができる。 

（契約解除及び損害賠償） 

第１８ 委託者は、受託者が本特記事項の内容に反していると認めたときは、契約

の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 

 

  



 

 

（別記２） 

電子情報に関する取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１条 受託者は、業務に係る電子情報保全対策の重要性を認識し、業務を実施する

に当たっては、電子情報（電子計算機等の内部に保存された情報及び入出力媒体

に記録された情報をいう。以下「データ」という。）について適正に取り扱い、

データの漏えい、滅失、毀損等の防止に万全の体制を構築しなければならない。 

   また、業務遂行に当たっては、委託者の指導に従うとともに、業務従事者に対

して適切な指示・管理を行わなければならない。 

（電子情報の保全） 

第２条 受託者は、自己の責任において、データの漏えい、滅失、毀損等を防止する

次の各号について守らなければならない。 

（１）受託者は、自己の責任においてデータ（監査を行った際の出力帳票及び入出力

媒体に記憶された情報を含む。）の漏えい、滅失、毀損等を防止しなければなら

ない。 

（２）受託者は、当該業務において取得したデータは、全て委託者に提出しなければ

ならない。 

（３）受託者は、業務を履行する目的以外に、データを保有し、複写し、又は使用し

てはならない。 

（秘密の保持） 

第３条 受託者は、いかなる場合も業務の遂行上知り得た委託者の業務上の秘密を他

に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除さ

れたあとにおいても同様とする。なお、委託者は、当該秘密を受託者に開示する

場合には、秘密である旨を表明するものとする。ただし、次の各号のいずれかに

該当する情報については、受託者は本条に定める秘密保持義務を負わないものと

する。 

（１）この契約への違反によらずに公知であるか、または、入手後公知となった情報 

（２）当該情報を法的に開示する権利を有する者であると受託者が合理的に信ずる第

三者から、受託者が入手した情報 

（３）委託者より受領する以前から受託者が知っていた情報 

（４）委託者が以前に行った開示と無関係に、受託者が開発した情報 

（５）委託者の書面による同意を事前に得て開示された情報 

（６）裁判所の命令その他の法的手続き、あるいはその他公認会計士による監査等に

より受託者が開示を求められる情報。なお、この場合、受託者は委託者が当該開

示に対し異議を申し立てることができるよう、かかる要求について、事前に委託

者に通知するものとする。 



 

 

２ 受託者は、業務に従事する受託者の職員その他の者に対し上記の義務を遵守させ

るため、秘密保持契約を締結させる等万全の措置を講じなければならない。 

（権利義務譲渡の禁止） 

第４条 受託者は、委託者の承諾なしにこの契約によって生じる権利又は義務を第三

者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、かかる

承諾は合理的な理由なく留保されないものとする。 

 


